
金

1

個

巻

冊

○

第35条第4項

以内

８．支給材料及び貸与物件

「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第２８条１項及び２９条並びに地方消費税法第７２条の
８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出したもので、請負金額に１０／１１０を乗じて得た額である。
[（　）の部分は、請負者が課税対象者である場合に使用する。]

集 造 材 外 ： 一般材＝ 1,450 ｍ³ Ｃ 材 ＝ 1,050 ｍ³

計（一般材＋Ｃ材）＝2,500 ｍ³

第4条第1項第4号

鹿児島森林管理署

〃封印鉛

本 契約締結日No． １

令 和 年 月 日自　：

令 和 ９ 年 ２ 月 ２ ６ 日

森 林 整 備 事 業 請 負 契 約 書

１．事 業 名 霧島山国有林森林整備事業（誘導伐：密着造林型）

２．履行場所 霧島山国有林1083ほ林小班外

(別紙、図面のとおり)

３．事業内容 誘 導 伐 作 業 ： 9.44  ha 数 量 ：

（契約締結の翌日から）

(案１)

3,423  ｍ³

１

〃

〃５０ｍ

引渡予定場所数　量

至　：

〃

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

✕

第38条

第40条

選択条項

✕

✕

○

回 以内とする部　分　払

第4条第1項第1号

選択事項

契約保証金の納付

✕

国庫債務負担行為に係る契約の特則

１０分の

１０分の

２００

品　名 品質規格 引渡予定日

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提出

銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証

履行保証保険契約の締結

月

請負金額の

請負金額の前　金　払

公共工事履行保証証券による保証

第4条第1項第2号

第4条第1項第3号

中間前金払

第35条第1項

第4条第1項第5号

第15条

✕

✕

７．選択条項　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
       （選択されるものは○印、削除されるものは×印）

✕

支給材料及び貸与品

以内

封印ペンチ

〃

9.44  ha

〃

植 付 作 業 ：

発送検知野帳 ５０枚綴 ３

銅線

✕

適用削除の区分

獣害防止ネット設置： 3,050 ｍ

４．事業期間

５．作業仕様 別紙 仕様書のとおり

６．請負金額 金 円 也

（ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 也 ）
（注）

（別紙、記番別作業内訳書、作業工程別数量内訳書のとおり）

地 拵 作 業 ： 9.44  ha



(住所)　○○県○○市○○町○○○○

○○･○○･○○共同事業体

鹿児島森林管理署長　香月　英伸

分任支出負担行為担当官

㊞

（１）特約事項については、別紙のとおりとする。

（２）森林作業道は、森林作業道作設マニュアルにより作成すること。

　上記請負事業につき、発注者と請負者は各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び九州森林管

理局長の定める国有林野事業製品生産事業請負契約約款及び製品生産事業請負標準仕様書並びに造林事業請負標

準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の業

務を共同連帯して実施する。

　本契約の証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

㊞

９．特約事項

令 和 年 月 日

代 表 者

(住所)　鹿児島県鹿児島市浜町12-1

(住所)　○○県○○市○○町○○○○

㊞

代表取締役　○ ○　○ ○

代表取締役　○ ○　○ ○

○○･○○･○○共同事業体

株式会社○○林業

(住所)

発注者（甲）

請負者（乙）

請 負 者

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合は、請負者の住所及び氏名の欄
に、共同事業体の名称並びにその代表者及び構成員の住所及び氏名を記入する
こと。



自 至 品名 数量

1083へ外 4.57 4.57 ①

1083と 2.40 2.40 ②

1083ほ外 2.47 2.47 ③

計 9.44 9.44

1083へ外 4.57 4.57 R9.2.26 8,100 ①

1083と 2.40 2.40 4,200 ②

1083ほ外 2.47 2.47 4,500 ③

計 9.44 9.44 16,800

1083へ外 4.57 4.57 8,100 ①

1083と 2.40 2.40 4,200 ②

1083ほ外 2.47 2.47 4,500 ③

計 9.44 9.44

契約面積 9.44 9.44

１．作業種、林小班、作業区分毎に記入すること。

２．使用材料については、品名、数量を記番毎に記入すること。

３．各作業毎の作業方法は、作業区分の欄に記入すること。

４．使用材料がある場合は、使用材料規格内訳書を添付すること。

契約面積
(ｈａ)

使用材料
備考

作業期間

契約締結
の翌日

【留意事項】

地　　拵

合　　計

契約締結
の翌日

R9.2.26

作　業　内　訳　書

作業種 林小班 作業区分
区域面積
(ｈａ)

控除面積
(ｈａ)

スギ（コンテナ苗）普通方形植
植　　付

獣害防止ネット設置
設置

契約締結
の翌日

R9.2.26 獣害防止ネット

機械地拵



別　紙

品名 品質規格 数量

1 1083ほ外 植付 普通方形植 9.44ha
林業用

スギコンテナ苗
根元径　5.0mm上　苗長　35cm上 16,800本

強力繊維入り獣害防止ネット（スカート式）
ネット網目：50ｍｍ
ネット仕様：引っ張り強度（縦目方向）８００N以上を有する強力繊維入
り、下部H1.0ｍ以上仕様タイプネット

付属資材：支柱規格FRPφ33～35mm×2.4ｍ、4ｍ間隔設置部材

ネット標準展開サイズ：H1.8m×50ｍ

スカートサイズ：H0.6m以上×50ｍ

特 約 事 項 内 訳 書 

物件
番号

林小班 作業種 作業区分 契約面積
使　用　材　料　等

備考

3,050ｍ1 1083ほ外
獣害防止
ネット設置

設置 3,050ｍ 獣害防止ネット



強力繊維入り獣害防止ネット（スカート式）
ネット網目：50ｍｍ

付属資材：支柱規格FRPφ33～35mm×2.4ｍ、4ｍ間隔設置部材とし、付属
部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること
ネット標準展開サイズ：H1.8m×50ｍ
スカートサイズ：H0.6m以上×50ｍ

１ 林業用スギコンテナ苗

備考

苗　 長  ３５ｃｍ上
 　根元径   ５．０ｍｍ上

 
（原則花粉の少ない苗木等を使用）

16,800本

規　　　格 数量品名

別　紙

物件番
号

記

霧島山国有林森林整備事業（誘導伐：密着造林型）請負　使用材料規格内訳書
【　請負者購入分　】

　霧島山国有林森林整備事業（誘導伐：密着造林型）請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格以上とする。

ネット仕様：引っ張り強度（縦目方向）８００N以上を有する強力繊維入り、下
部H1.0ｍ以上仕様タイプネットであること（公的機関の引っ張り強度試験結
果を証明出来るもの）なお、全面ポリエチレンのみネットは不可

強力繊維入り獣害防止ネット一式1 3,050ｍ





鹿児島森林管理署

樹種  長 級( ｍ) 径 級 (ｃｍ) 延寸(ｃｍ)  備         考

 ３　　,　　４ ８～１３下 5 システム販売相手方との協定による

 ３　　,　　４ １４上 5

 ３ １６～２０ 5 通直で無節に近いもの

 ３ ３４上 10 赤芯で目細な無節材元玉原則

 ６　　，　 ８ １４上 10

4.2 ２４～２６

5.2 ２４～２８ 10

6.2 ２４～２８

直材  ３　　,　　４ 末口１４～元口４５以内

曲材  ３　　,　　４ 末口１４～元口４０以内

３ ８～１３下 5 システム販売相手方との協定による

４ ８～１２下 5 システム販売相手方との協定による

 ２ １８上 5

 ３ １４上 5

 ４ １２上 5

 ３ １６～２０ 5 通直で無節に近いもの

 ６　　，　 ８ １４上 10 直材で元玉

4.2 １８～２２

5.2 ２２～２６ 10 単曲材で元玉

6.2 ２４～３０

 ２,　３,　４ １３上 5

 2.2, 3.2, 4.2 １８～２４ 10 単曲材で元玉

モ    ミ  ２　  ,　 ４ ２４上 5

ツ    ガ  ２,　３,　４ ２４上 5

他    Ｎ  ２,　３,　４ １４上 5 銘木類は有寸

カ    シ  2.1, 3.2, 4.3 ２０上 5 末口径３０上通直材長尺採材

その他Ｌ  2.1, 3.2, 4.3 ２２上 5 銘木類は有寸

Ｎ    Ｌ ２ １０上 0

スギ・ヒノキ ０．６～１．６ １４上 0 根曲り部分からの採材が原則

スギ・ヒノ
キ・その他

０．６上 ８ 上 0 システム販売相手方との協定による

※留意事項  第２号「当面の採材について」

元熊利第５５号「スギ、ヒノキ価格体系の改定について

ラミナ用原材料生産に伴う参考資料

２１九販第３０号等未利用材を素材生産事業として実施する場合の取扱いについて

２８九資第５４号「平成２８年度以降に適用する素材販売基準価格及び立木販売基準価格について｣の

一部改正について

５　平成２９年２月１３日

ス　　ギ

一般材(小径）

ヒ ノ キ

一般材(小径木）

 一 般 材 

 一 般 材 

 一 般 材 

４　平成２１年８月３１日

 チップＡ

C材等未利用材

 端 尺 材

３　平成１７年６月６日

１　平成元年１月１０日

２　平成元年３月２９日

 一 般 材 

 一 般 材 

 一 般 材

 芯 持 柱

 長    材

 梁    材

 梁    材

素材採材標準寸法表

マ    ツ

単曲材で元玉

最高矢高１０ｃｍ以内

 長    材

 梁    材

ラミナ材 5

 一 般 材 

 用    途

 一 般 材

 芯 持 柱

 割    柱















仕様書（コンテナ苗）

１．苗木の購入及び検収

２．苗木の管理

３．ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔

苗間 列間

スギ 1,780 約2.4 約2.4

（平面図） 山側

苗間 列間

谷側

４．植付要領

５．作業上の留意事項

６．不良苗木の取扱

７．その他

コンテナ苗木植付作業仕様書

（１） 請負者は、発注者の指定する樹種及び規格の苗木を購入し、苗木の輸送日及び仮
植地等について監督職員と協議し、仮植地又は監督職員が指定する場所において
監督職員の検収を受けること。

（２） 苗木の検収については、九州森林管理局が別途定める検収要領に基づき検収する
こととし、検査によって生じた本数不足分及び不合格苗木については、請負者の
責任において優良な苗木を確保すること。

植付樹種
ha当たりの
植付本数

苗木の植付間隔
（水平距離）m 適用林小班等

１０８３ほ外

（２） 苗木の植付けは、根鉢を植穴の底に密着させ、根元部が地表面よりやや低くなる
よう垂直に植え付ける。

（１） 検査を受けた苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害の恐れのない所に保管
すること。

（２） 苗木は保管場所に立てて寄せ並べ、必要に応じ、こも、シート等で直射日光を遮
断し潅水するなど、苗木の乾燥防止について充分な措置を講ずること。

（１） 植付地点を中心に径７㎝、深さ１８㎝程度の植穴を掘る。

（２） 苗木の運搬及び植付の際は、苗木が乾燥又は損傷しないよう充分注意すること。

作業の実施過程において、選別した不良苗木が発生した時は、生じた不良苗木本
数を監督職員に報告し、不良苗木分を請負者の負担により確保すること。

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

（３） 側方は、根鉢と植穴との間に空隙がないように土を入れる。

（４） 地表部は根鉢が乾燥しないよう土を被せ、倒伏を防止するため、根元を足で踏み
しめ、落葉等で被覆する。

（１） 苗木を深植することは生育不良の原因となるので、充分注意すること。
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